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① ド イ ツ 連 邦 共 和 国 の 生 活 諸 条 件 へ 統 合

（Integration）するとともに国の支援なしでも生活維

持を確保できること（「滞在法（AufenthG）」第19条

第1項）。

②  一般年金保険（allgemeine Rentenversicherung）

の拠出保険料算定上限額相当の収入（年額66,000

ユーロ：2010年1月1日改定）が確保されていること
（注45）（「滞在法（AufenthG）」第19条第2項第3号）。

なお、「定住許可（Niederlassungserlaubnis）」の付

与に当たっては、連邦雇用庁（BA）の同意は不要であ

る。（注46）

（b）研究者（「滞在法（AufenthG）」第20条）

外国人が以下の各項目に該当する場合には、同人

に対して外国人局より研究（Forschung）を目的とする

「滞在許可」が付与される。

① 当 該 外 国 人 研 究 者 が、EU指 令 2005/71/EC

（Reseracher Directive：域外国市民を研究者として

EU域内に受け入れるための特定手続きに関する指

令）（注47）に基づいて、特にドイツ連邦領域内において

研究者を受け入れるために特定手続きを行う研究

機関としてドイツ連邦移民・難民庁（BAMF）の認定

を受けている研究機関（Forschungseinrichtung）との

間で、自身の「特定研究計画（Forschungsvorhaben）」

を 促 進 す る の に 効 果 的 な「 受 入 協 定

（Aufnahmevereinbarung）」を締結すること（「滞在法

（AufenthG）」第20条第1項第1号）。

② 認定を受けている研究機関（Forschungseinrichtung）

が、当該「受入協定」の開始期日から6か月間にわた

り、当該外国人研究者が無許可でドイツ以外のEU

加盟国に滞在し、所轄の公的機関によって当該外国

人研究者の不法滞在期間中の生活費用及び当該外

国人研究者の強制国外退去処分に要する費用が負

担された場合には、その費用を肩代わりすることを

書面により約束していること（「滞在法（AufenthG）」

第20条第1項第2号）

ただし、認定を受けている研究機関の活動資金が公

的資金により賄われている場合、又は「研究計画」が公

益性の高いものである場合は、上記②の要件は不問と

なる（「滞在法（AufenthG）」第20条第2項）。

なお、当該目的の「滞在許可」が付与に当たっては、

連邦雇用庁（BA）の同意は不要である。

（c）自営業者（「滞在法（AufenthG）」第21条）

外国人が以下のいずれかの事項に該当する場合は、

同人に対して外国人局より自営業を営むための「滞在

許可」が発給される。

① 優れた経済的利益があるか、又は特別な地域の

ニーズがあること（「滞在法（AufenthG）」第21条第1

項第1号）。

② 25万ユーロ以上の投資かつ最低5人の雇用を創出

すること（「滞在法（AufenthG）」第21条第1項第3

号）。

③ドイツ経済に積極的な効果をもたらすことが期待さ

れる事業活動であること（「滞在法（AufenthG）」第

21条1項第2号）。

④ 年齢が45歳以上の場合は、現に充分な老後の生活

資金（Altersversorgung）を有していること（「滞在法

（AufenthG）」第21条第3項）。

なお、「滞在許可」の審査にあたっては、地元の専門

家団体、事業管轄当局、公法上の職能代表、営業認可

所轄当局が関与する（「滞在法（AufenthG）」第21条第

4項）。

また、当該目的の「滞在許可」の付与に当たっては、

連邦雇用庁（BA）の同意は不要である。

b 非熟練分野

上記4（3）b（a）季節労働者（Saisonbeschäftigungen）、

（b）興行師のアシスタント（Schaustellergehilfen）及び

（d）要 介 護 者 の い る 世 帯 で の 家 事 労 働 者

（Haushaltshilfen）の就労に対する連邦雇用庁（BA）の

同意に当たっては、以下の要件が共通事項となってい

る。

① 連邦雇用庁（BA）と出身国の公共職業サービス機関

との間の取り決め（Abspracheに基づき、連邦雇用庁

（BA）により仲介された就労であること。

② 具体的な求人（konkretes Arbeitsplatzangebot）の

応募者の中に、ドイツ人、EU加盟国市民、欧州経済

領域（EWR）の市民、スイス市民、及び「ドイツにおい

てあらゆる職種の就労が可能な外国人」（注48）がいな
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いこと。（優先権審査：Vorrangprüfung）

③ 同職種のドイツ人労働者と比較して不利な労働条

件でないこと。

なお、オペア（Au-pair-Beschäftigung）については、

上記4（3）b（c）に記載の要件を満たしていれば、連邦

雇用庁（BA）の同意は不要である。

c 熟練分野

（a）外国料理のレストランの専門料理人

上記4（3）c（a）に記載。

（b）大学卒業資格を有する外国人

上記4（3）c（b）に記載。

（c）企業の幹部職員及び専門技術労働者

上記4（3）c（c）に記載。

d 勉学、企業内職業訓練、実習を目的とする滞在

（a）外国人留学生

上記4（3）d（a）に記載。

（b）外国人大学卒業生

上記4（3）d（b）に記載。

（c）外国人職業訓練生

上記4（3）d（c）に記載。

（d）外国人実習生

上記4（3）d（d）に記載。

（e）外国人インターンシップ

上記4（3）d（e）に記載。

e 難民等

国際法上または人道上の理由、あるいは政治的理由

に基づく「滞在許可」の発給に当たっては、ドイツ連邦

内務省（BMI）、もしくは同省が指定した官署からドイツ

連邦共和国の政治的国益を守るために前記の外国人

を受け入れる旨の意思の表明を受けることが必要であ

る（「滞在法（AufenthG）」第22条：外国からの受入れ）。

（5） 受入数の制限

二国間協定（注49）に基づくもの以外は特段の制限は

ない。

（6） 労働契約の締結

ドイツで就労を希望する外国人が、在留予定地の外

国人局（連邦内務省所管）に対して就労を目的とする

「滞在許可」の申請を行う際には、就労先の事業主との

労働契約書を提出することが必要である。

また、高度専門技術保有者（「滞在法（AufenthG）」第

19条）の「定住許可」の付与に当たっても就労先の事

業主との労働契約が必要である。

（7） 外国人による家族呼び寄せ（Familiennachzug 

zu Ausländern）

ドイツにおける「家族呼び寄せ」政策は、「家族の再

統合に関するEU指令（2003/86/EC）」（注50）の遵守に従

い、同指令の規定を国内法「滞在法（AufenthG）」

（2005年1月施行）及び改正「滞在法（AufenthG）」

（2007年8月施行）に盛り込む形で発展してきた。

a 基本原則

ドイツ連邦域内に居住する域外国の人の家族が自

らの婚姻関係と家族関係の維持を行うこと（家族呼び

寄せ：Familiennachzug）を目的として必要な「滞在許

可」の発給または有効期間の延長は、ドイツ連邦共和国

「基本法（Grundgesetz）」第6条に従い実施されるが、

以下の場合には家族呼び寄せは認められない（「滞在

法（AufenthG）」第27条第1項、第1a項：家族呼び寄せ

の基本原則）。

（a）呼び寄せられる者（Nachziehende）がドイツ連邦

領域に入国し、且つ滞在することを可能にすること

だけを目的として、婚姻関係（Ehe）の形成、もしくは

血縁関係（Verwandtschaftsverhältnis）の構築が行

われたことが確実である場合。

（b）夫婦の一方が、婚姻関係を形成させるために利用

されたのであろうという推定が正しいことを裏付け

る複数の根拠（Anhaltspunkte）が実在する場合。

なお、家族呼び寄せのために発給される「滞在許

可」の有効期間は、家族呼び寄せを行なった外国人自
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身の「滞在許可」の有効期間が上限となっている。また、

初回の「滞在許可」の発給に当たっては、少なくとも1

年間の有効期間があることが必要となる。

（＊「滞在法（AufenthG）」第27条（4）家族呼び寄せの

基本原則）

b 外国人による家族呼び寄せ

（a）呼び寄せを行う外国人本人の要件

① 呼び寄せを行う外国人が「定住許可（Niederlassun

gserlaubnis）」、「EU 地域継続滞在許可（Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG）」（注51）、もしくは「滞在許可

（Aufenthalterlaubnis）」を所持していること（「滞在法

（AufenthG）」第29条第1項 第1文）。

② 十分な居住空間（Wohnraum）（注52）を確保している

こと（「滞在法（AufenthG）」第29条第1項第2文）。

（b）配偶者の呼び寄せ（外国人の配偶者に「滞在許可」

を発給する際に必要となる要件）

配偶者の呼び寄せに当たっては、上記 （a）①及び②

の要件に加え、下記①及び②の要件を満たすことが必

要である（「滞在法（AufenthG）」第30条第1項：配偶者

の呼び寄せ）。

① 夫婦ともに満18歳以上であること（強制結婚の防止

のため。）。（注53）

② 配偶者には、少なくとも平易なドイツ語で意思疎通

を図る能力があること。

なお、呼び寄せを行う外国人が「滞在法（AufenthG）」

における高度専門技術保有者（第19条）、研究者（第

20条）、又は自営業者（第21条）として付与された「滞

在資格」を有しており、当該外国人が自らの生活の中

心をドイツ連邦域内に移した時点において、同外国人

との婚姻関係が既に存在していたことが明らかである

場合は、上記①及び②の要件は不要となる。

また、呼び寄せを行う外国人が下記のいずれかの事

項に該当する場合は、上記要件のうち②については不

要となる（「滞在法（AufenthG）」第30条第1項：配偶者

の呼び寄せ）。（注54）

① 配偶者が身体的又は精神的な病気又は障害を理

由として、ドイツ語に関する平易な知識を有してい

ることを実証できない状況にあること。

② オーストラリア、イスラエル、日本、カナダ、韓国、

ニュージーランド、米国の国籍を有していること。（注55）

（c）未成年（18歳未満）の未婚の子どもの呼び寄せに当

たっての要件

未成年（18歳未満）の未婚の子どもの呼び寄せに当

たっては、上記（a）①及び②の要件に加え、下記のいず

れかの事項に該当することが必要である。

① 両親または単独で親権を行使できる両親の一方が

「滞在許可」または「定住許可」を有しており、当該未

成年の未婚の子どもは、両親または両親の一方とと

もにドイツ連邦域内にその生活の中心を移すこと

（「滞在法（AufenthG）」第32条第1項第2文）。

② 16歳以上18歳未満の未婚の子どもについては、当

該未婚の子どもがドイツ語を自由に使いこなすこと

ができ、または当該未婚の子どもがこれまで受けた

教育や経験した生活諸条件に照らして、ドイツの生

活諸条件に融合できることが確実に保証されており、

かつ、両親または単独で親権を行使できる両親の一

方が「滞在許可」または「定住許可」を有していること

（「滞在法（AufenthG）」第32条第2項）。

c 呼び寄せられた家族の就労権

呼び寄せられた配偶者については、下記の各要件

を満たした場合には、就労権が認められた「滞在許可」

が付与される。

（a）家族呼び寄せを行った外国人本人が就労権を付

与されていること。

（b）夫婦が営む生活共同体が少なくとも過去2年間に

わたり、ドイツ連邦領域内に合法的に存在し、家族

呼び寄せを行った外国人本人の「滞在許可」の有効

期間延長が、「滞在法（AufenthG）」第8条第2項に定

める補足事項（Nebenbestimmung）（注56）により何ら

かの制約を受けたり、同外国人の滞在の有効期間

を延長することが既に法律もしくは法令によって否

認されたりしていないこと（「滞在法（AufenthG）」第

29条第5項：外国人による家族呼び寄せ）。

また、呼び寄せられた家族が未成年（18歳未満）の

未婚の子どもで、「滞在許可」を所持している場合は、

以下のいずれかに該当する場合、連邦雇用庁（BA）の



82｜世界の厚生労働 2010

特集

［諸外国における外国人労働者対策］

ド 

イ 

ツ

同意を得ることなく就労することができる（「就労手続令

（BeschVerfV）」第3a条：青少年期に入国してきた外国

人の教育と就労）（注57）。

（a）呼び寄せられた未成年（18歳未満）の未婚の子ど

もがドイツ国内において、下記の①又は②の要件を

満たす場合。

① 普通教育学校（allgemein bildende Schule）の卒業

資格を有していること。

② 1年 間 の 職 業 準 備 学 校 教 育（schulische 

Berufsvorbereitung）を受けるか、「社会法典第3編

（SGBⅢ）」に基づく職業準備教育施策を定期的に利

用するか、もしくは「職業訓練法（Berufsbildungsgesetz：

BBiG）」に基づく職業教育準備訓練（Berufsausbildu

ngsvorbereitung）に参加した実績を有していること。

（b）国家的規模において定評があるか、またはそれと

同等の知名度を享受している専門的技術資格を必

要とする職業（Ausbildungsberuf）において自らの

現場教育成果（betriebliche Ausbildung）を生かす

ことができること。

（8） 二国間協定及びEU域内（WER＋スイス）から

の労働者

a 二国間協定（注58）

就労を規定する二国間協定が存在する場合、連邦

雇用庁（BA）の同意は、この協定に基づき付与される。

（a）請負契約労働者（Werkvertragsarbeitnehmer）（注59）

同じ使用者の下での請負契約の枠内における就業

に関しては、二国間協定に基づき、最長2年の就労目

的の滞在への同意が可能である。なお、当該外国人が

ドイツを離れ、かつ滞在資格の期限が切れたまたは消

失した場合、新たな同意は、出国してから請負契約労

働者として新たに入国するまでの期間が以前の滞在

資格の総有効期間以上である場合にのみ与えられる

（最長で2年間）。外国人の出国以前のドイツでの就労

期間が9か月以内であった場合は、この期間は3か月と

なる。

受入数の制限があり、従業員数50人以下の企業は

15人まで、従業員数51人以上の企業は、従業員の

30％まで（但し300人を超えないこと）となっている

（「就労令（BeschV）」第39条第3項）（注60）。

現在、この二国間協定は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

ブルガリア、クロアチア、ラトビア、マケドニア旧ユーゴ

スラビア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベ

ニア、チェコ、トルコ及びハンガリーとの間に締結され

ている。

（b）有資格の外国人労働者（Gastarbeitnehmer）（注61）

就労する際、18歳以上かつ40歳以下であり、かつ、

既に故国で職業上の資格を取得し、ドイツ語の語学知

識を備えた上で、ドイツにおいてその職業および言語の

知識をより完全なものにする目的で就労する有資格の

外国人労働者（Gastarbeitnehmer）については、「中央

労働仲介所（Zentrale Auslands-und Fachvermittlung 

：ZAV）」（ボンにある国際的・専門的分野の労働仲介の

本部）から、ドイツの労働市場の情勢・発展に関係なく

「滞在許可」を付与され、最長で18か月間継続滞在す

ることができる。

これらの有資格の外国人労働者（Gastarbeitnehmer）

については、年間の派遣人数（注62）が規定されている二

国 間 協 定（ 有 資 格 の 外 国 人 労 働 者 協 定：

Gastarbeitnehmer-Vereinbarung）に基 づき、仲 介

（Vermittlung von Gastarbeitnehmern）（注63）が行われる

（「就労令（BeschV）」第40条）。

現在、この二国間協定は、アルバニア、ブルガリア、

エストニア、クロアチア、ラトビア、リトアニア、ポーラン

ド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、チェコ

及びハンガリーとの間に締結されている。

b 新規EU加盟国市民（EU域内国からの労働者に関

する事項）

EU加盟国市民（Unionsbürger）の滞在に関しては、

「EU自由移住法（Freizügigkeitsgesetz/EU）」が適用さ

れることから、域外国市民（Drittstaatsangehörigen）に

適用される「滞在法（AufenthG）」は適用されない。

EU加盟国市民は、ビザなしでドイツに入国すること

ができ、滞在資格は不要である。パスポートまたは公

式身分証明書による適宜な証明が行われる限り、EU

加盟国市民は、ドイツに滞在する権利を有する。外国

人局は、EU加盟国市民に対して公務上、｢EU滞在権に
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関する証明書（Bescheinigung über das gemeinschaftliche 

Aufenthaltsrecht）｣を発行する。

しかしながら、2004年5月1日または2007年1月1日

に新規にEUに加盟した国からの労働者（マルタ及びキ

プロスからの労働者を除く。）に関しては、移行措置として、

現在、下記のとおり、「EU労働許可（Arbeitserlaubnis-

EU）」または「EU労働権（Arbeitsberechtigung-EU）」と

して付与される労働認可（Arbeitsgenehmigung）（注64）

の取得が求められている。

（a）2004年5月1日以降のEU拡大加盟国（EU-8）の市民

 ドイツ連邦政府は、チェコ、エストニア、ラトビア、リ

トアニア、ハンガリー、ポーランド、スロベニア及びスロ

バ キアからの 労 働 者 に関して、移 行 期 間（7年 ＝

2+3+2）の第3段階（最終段階：2009年5月1日から

2011年4月31日まで）を、2011年5月31日まで延長す

るとした。（＊ドイツ連邦政府は、世界経済危機により

労働市場が悪化しており、労働者の受入を実施するこ

とができないためとしている。）

（b）2007年1月1日以降のEU拡大加盟国（EU-2）の市民

ブルガリア及びルーマニアからの労働者に関しては、

現在、移行期間（7年＝2＋3＋2）の第2段階（2009年

1月1日から2011年12月31日までの3年間）となって

いる。

（c）2009年1月1日以降の中東欧国出身の移民の拡大（注65）

2009年1月1日より、新規EU加盟国の大学卒業生に

対 し て、連 邦 雇 用 庁（BA）に よ る 優 先 権 審 査

（Vorrangprüfung）を廃止することにより、労働市場を

開放している。

なお、新規EU加盟国市民に対する労働認可を管轄

するのは、連邦雇用庁（BA）であり、これには外国人局

は関与しない。また、「EU労働許可（Arbeitserlaubnis-

EU）」の有効期間は原則として、1年間である。ドイツに

おいて1年間就労した新規EU加盟国市民に対しては、

就 労 に 関 し て 制 限 の な い「EU労 働 権

（Arbeitsberechtigung-EU）」を請求する権利を有する。

c 新規EU加盟国出身の労働者の家族構成員の就労

新規EU加盟国出身の労働者の家族構成員の就労

に関しては、以下の通りとなっている。

（a）2004年5月1日に加盟したEU加盟国の市民

その家族構成員は、「EU労働権（Arbeitsberechtigung-

EU）」またはその請求権を持つ労働者と共に、ドイツ国

内に合法的な共同の居所を築いた場合、「EU労働権

（Arbeitsberechtigung-EU）」およびそれとともに無制

限で労働市場に参入する権利の請求権を取得する。

（b）2007年1月1日に加盟したEU加盟国の市民

その家族構成員が、「EU労働権（Arbeitsberechtigung-

EU）」またはその請求権を持つ労働者とともに、ドイツ

国内に合法的な共同の居所を持ち、2007年1月1日

に、またはこれまで既に18か月以上合法的にドイツ連

邦 領 域 に 滞 在 し て い る 場 合、「EU労 働 権

（Arbeitsberechtigung-EU）」およびそれとともに無制限

で労働市場に参入する権利の請求権を取得する。（注66）

（9） 滞在を例外的に容認されている専門技術保有者

（qualifizierte Geduldete）

2009年1月1日に施行された「労働移民活用法（Arb

eitsmigrationssteuerungsgesetz）」（注67）に基づき「滞在

法（AufenthG）」に追加された第18a条により、「滞在を

例 外 的 に 容 認 さ れ て い る 外 国 人（geduldete 

Ausländer）」（注68）がドイツにおいて成功裡に大学の専

門課程もしくは職業教育を修了した場合について、そ

の優れた職業能力を生かすことのできる職業に就くた

めに滞在を許可するができるようになった。

「滞在を例外的に容認されている専門技術保有者

（qualifizierte Geduldete）」に対する「滞在許可」の発

給に当たっては、下記の各要件を満たすとともに、「滞

在法（AufenthG）」第39条の規定による連邦雇用庁

（BA）の 同 意 を 得ることが 必 要 である（「 滞 在 法

（AufenthG）」第18a条第1項）。

a ドイツ連邦領域において、以下の（a）から（c）のいず

れかに該当すること。

（a）国家認定を受けるか又は国家認定と同等に評価さ

れる専門技術資格を有する職業に就くための職業



84｜世界の厚生労働 2010

特集

［諸外国における外国人労働者対策］

ド 

イ 

ツ

教育訓練育課程（Ausbildungsberuf）を修了したこ

と、または大学専門課程を修了したこと。

（b）知名度が高く、ドイツの大学学位と同等レベルに

位置付けられる外国の大学の学位取得後、当該学

位にふさわしい職業に2年以上従事していること。

（c）専門家として専門技術教育を必要とする職業に3

年以上従事しており、「滞在許可」の申請時の前年中

に本人及びその家族もしくは生計を共にするその他

の者の生活費については、住居費と暖房費を除いて

国の支援が一切なくても生活を維持できること。

b 十分な居住空間（注69）を確保していること。

c ドイツ語について充分な知識を有すること。

d「滞在法（AufenthG）」関連の諸問題に関して、外国

人 局 に 対 す る 意 図 的 な 詐 称 行 為（Umstände 

getäuscht）に及んだことがないこと。

e 滞在終了に関する当局の講じる措置を意図的に遅

らせ、阻止したことがないこと。

f 過激派やテロリストの組織とは無関係で支援もして

いないこと。

g ドイツ連邦領域内で意図的な犯罪を行ったことがな

いこと。

なお、連邦雇用庁（BA）の同意に当たっては、「滞在法

（AufenthG）」第39条第2項第1文節第1号に定める優

先権審査（Vorrangprüfung）を行うことは求められて

いない。

（10） 関係機関（制度の実施体制）

aドイツ連邦内務省（Bundesministerium des 

Innern：BMI）

 ドイツ連邦政府の移民政策を統括する。2001年の

省庁再編により旧連邦労働省から業務移管がなされ

た。

bド イ ツ 連 邦 移 民・難 民 庁（Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge：BAMF）

ドイツ連邦内務省（BMI）の下部組織で、移民施策の

実施機関。2005年1月1日の「移民法」施行により、連

邦難民認定庁より名称変更され、以下の業務を所管し

ている（「滞在法（AufenthG）」第75条）。

 （a）外国人局、連邦雇用庁（BA）間の調整

（b）ドイツ連邦政府の「統合コース」の実施

（c）「外国人中央登録簿法（AZRG）」に基づく外国人中

央登録簿（AZR）の作成・管理（注70）

（d）難民の自発的帰国の支援

（e）移民問題に関する科学的研究・調査

（f）研究者受入協定締結のための研究機関の認定（注71）

c 外国人局（Ausländerbehörde）

ドイツ連邦内務省（BMI）の所管で連邦各州政府に

設置されており、「滞在法（AufenthG）」に規定される各

種決定を行う権限を有している（「滞在法（AufenthG）」

第71条）。外国人の「滞在許可」の申請窓口であるが、

就労資格を伴う「滞在許可」の付与については、連邦

雇用庁（BA）の同意を得ることが必要である。

d 連邦雇用庁（Bundesagentur für Arbeit：BA）

ドイツ連邦労働・社会省（BMAS）が立案する雇用・

失業対策を実施する公法上の法人であり、外国人の就

労の同意に関与する（「滞在法（AufenthG）」第39条か

ら第42条）。

5 社会統合政策（注72）   
（1） 概要

ドイツにおいては、2005年時点で「移民の背景を有

する者（Personen mit Migrationshintergrund）」と呼

ばれる者 がドイツ総 人 口の5分の1に相 当する約

1,500万人が存在していた。（注73） 

「 移 民 の 背 景 を 有 す る 者（Personen mit 

Migrationshintergrund）」とは、1949年以降、今日の

ドイツ連邦共和国を構成する領域に移住してきたすべ

ての者、ドイツにおいて生まれたすべての外国人、ドイ

ツにおいて生まれたすべてのドイツ国籍取得者（少な

くとも一世代前にドイツへ移住してきた者又はドイツ

において外国人として生まれた者）を指す。

「 移 民 の 背 景 を 有 す る 者（Personen mit 

Migrationshintergrund）」のうち、第2次世界大戦後に

ドイツ民族であることを理由に迫害を受け、その後人

道的見地からドイツに受け入れられた人々は帰還移

住者と呼ばれ、申請すればドイツ国籍を簡単に取得す

ることができ、ドイツ入国後に生まれた子供もその地



世界の厚生労働 2010｜85

ド 

イ 

ツ

第4章

［ドイツ］

位を承継していた。しかしながら、1993年に受入手続

が厳格化されて子供への地位の承継は廃止される一

方で、非ドイツ民族である旧ソ連邦からの申請者やそ

の 他 の 国 からの申請 者 につ いても、連 邦 行 政 局

（Bundesverwaltungsamt：BVA）により個別に差別を

受けていることが認められれば帰還移住者として認め

られることとなった。なお、1993年以降に帰還した者

は、後期帰還移住者（late ethnic German repatriates 

=Spätaussiedler）（注74）としてそれ以前の帰還者とは区

別されている。後期帰還移住者の中では、ドイツ民族

に属する者の人数は、非ドイツ民族に属する者である

配偶者、子ども、その他の家族構成員の人数と比較し

て着実に減少し、ドイツ語を話せない者の割合が増加

した。この結果、その家族構成員のドイツへの統合は

一層困難となり、旧ソ連邦及び旧東側諸国からのドイ

ツ民族を受入れることへのドイツ国民の社会的憂慮

が増加し、受入れに対する許容度が低下した。また、ド

イツでは、ドイツ社会から遊離した移民による「並行社

会」（Parallelgesellschaft）が形成され、これが将来のド

イツ社会に驚異を与える強い蓋然性があることから、

移民をドイツ社会に統合することが不可欠であるとの

認識の下（注75）、移民のドイツへの社会統合が大きな課

題となった。

このような流れを受け、「移民に関する独立委員会

（Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“）」（注76）

の提言に従って制定された「滞在法（AufenthG）」

（2005年1月1日施行）には、社会統合政策に関する規

定が新たに盛り込まれるとともに、ドイツ語及びドイツ

の法的秩序、文化、歴史に関する知識習得のための統

合コースの設置に関する規定が設けられ、さらに2007

年8月28日施行の改正「滞在法（AufenthG）」には、「統

合コース」への参加義務規定が盛り込まれた。

2008年9月1日からは、「国籍法（StAG）」の改正に伴

い、ドイツ国籍の取得を申請する者に対して、自身のド

イツ市民としての知識を提示するために、ドイツ連邦

移民・難民庁（BAMF）が実施する「国籍取得テスト

（Einbürgerungstest）」（注77）を受けることが新たに義務

付けられることとなった。この背景（注78）としては、2005

年7月（ロンドン）、2006年7月（ドイツ）で起きたテロは、

外国人又はドイツに帰化した移民の背景を持つ者の

犯行だったこともあり、移民に対してドイツの歴史や政

治についての基礎知識を義務付けることを求める声

が高まり、2006年5月に各州の内相会議において、国

籍取得の要件として、ドイツ連邦共通のテストを義務

付けることが決議されたことがあげられる。このような

テストは、移民を教育程度や社会的出自によって選別

することになる等の批判もなされたが、結局2007 年8

月の「国籍法（StAG）」改正に盛り込まれたものである。

ただし、「国籍取得テスト」の受験対象者の例外として、

在ドイツ学校の卒業証書を所持する者、身体的・精神

的に障害のある者については、同テストは免除される。

なお、テスト時間は1時間で、四者択一式の質問33題

中、17問正解で合格となる。

また、前ドイツ連邦内務大臣（Wolfgang Schäuble）

は、2006年に「移民の受入は、ドイツにとっての脅威で

はなく好機であることを学ぶ必要がある。支援を提供

するが、それ以上の見返りを期待するという社会統合

の原則に従い、移民とともに社会統合の成功のための

貢献を行わなければならない。連邦内務省は、この点

において、目に見える成功のために、移民を支援する

ものである。」と述べている。

このように、ドイツ連邦内務省（BMI）は、ドイツに合

法的に居住する移民をドイツ社会に統合することは、

迎え入れる社会（Aufnahmegesellschaft）と移民自身

の両者の利益となるとの認識の下、すべての移民に対

して、ドイツ社会の一員となるための彼ら自身の努力

を支援するための基本的な統合施策を実施している

ところである。

なお、2001年3月8日には、ドイツ連邦議会の決定

（2000年12月7日）を受け、ドイツ人権機構 （Deutschen 

Instituts für Menschenrechte：DIMR）（注79）が設置され

た。これは、国連の「パリ原則（Paris Principles）」（注80）の

条件を満たす独立した国内人権機構であり、人権の保

護、促進に貢献するために調査・研究等を行う。財源は、

ドイツ連邦政府の予算で、司法省、外務省、経済協力

開発省が4：3：3の割合で支出している。ドイツ人権機

構は、人権の促進及び保護のために以下を行っており、

その実施プログラムの分野には、移民の人権の保護及

び社会統合も含まれている。

・人権に関する調査・研究
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・人権教育の実施

・人権侵害の予防

・人権に関するセミナーの実施

・人権ライブラリーの一般公開

・国連人権理事会との連携により人権を促進

・他国の人権委員会との情報交換及びNGOとの情報

交換

（2）「統合コース（Integrationskurs）」の具体的内容

 連邦政府が実施する「統合コース」は、参加者1人あ

たり最高で645TUs：Teaching Units（1TUs=45分）で、

語学コース（600 TUs）とオリエンテーション・コース

（45TUs）からなる。

a 根拠法令

（a）「滞在法（AufenthG）」第3章 統合（Integration）（第

43条（統合コース）、第44条（統合コースへの参加

権）、第44a条（統合コースへの参加義務）及び第45

条（統合プログラム））

（b）「統合コース実施令（IntV）」（注81）

b 連邦政府機関（制度の実施体制）

連邦移民・難民庁（BAMF）（移民政策全般を所管す

る 連 邦 内 務 省（BMI）の 下 部 機 関 ）（「 滞 在 法

（AufenthG）」第43条第3項）（注82）

c 目的

「統合コース（Integrationskurs）」は、合法的、かつ

継続的にドイツ連邦国内で生活する外国人に、ドイツ

語、ドイツの法的秩序・文化・歴史に関する知識を効果

的に習得してもらうことを目的と実施されている。この

過程を通じて、外国人が連邦国内における生活諸条件

に慣れ親しみ、第三者の援助や介入を受けずとも日常

生活のあらゆる場面において自主的に対応できるよう

に な ってもらうこと を 目 指 し て い る（「 滞 在 法

（AufenthG）」第43条）。

d 参加者

「統合コース（Integrationskurs）」における語学コー

スの参加者は、十分なドイツ語のスキルを有していな

い移民（すなわち、「語学力達成度の参考に資するた

めの欧州共通枠組（Common European Framework 

of Reference for Languages: CEFR）」のB1レベル（注83）

に達していない者）である。

語学コースを修了するか又はすでに十分な語学ス

キルを有している者は、オリエンテーション・コース（ド

イツの法的秩序・文化・歴史に関する知識を習得する

もの）に参加することができる。

〈表1-22〉語学力達成度の参考に資するための欧州共通枠組（CEFR）

A Basic User
 （基礎ユーザー）

A1 Breakthrough
A2 Waystage　

B Independent User
（自立ユーザー）

B1 Threshold
B2 Vantage

C Proficient User
（熟練ユーザー）

C1 Effective Operational Proficiency
C2 Mastery

e 実施方法

「統合コース（Integrationskurs）」は、成人教育の原

則に基づき、参加者一人一人の様態に合わせて実施

される。語学コースのテキスト及び副教材は、連邦移

民・難民庁（BAMF）が承認したものを使用する。

一般的な「統合コース（Integrationskurs）」の他に、

特定の集団、特に女性、両親、若年者、ヤング・アダルト

（すでに義務教育の年齢になく、職業教育訓練を受け

ていない27歳以下の者）を対象にした特定の統合コー

スについても十分な参加者があれば開講している。

（a）振り分けテスト（Einstufungstest）

「統合コース（Integrationskurs）」の受講に際して、

対 象 者 全 員 に 対 し て、振 り 分 け テ ス ト

（Einstufungstest）が実施される。このテストの結果に

より、CEFR のB1レベルに到達していない者に対して

は、語学コースにおける6つのモジュール（下位プログ

ラム）のどこから始めれば良いかが判定される。

また、すでにCEFR のB1レベルに到達している者に

対しては、語学コースを受講する資格はなくなるが、最

終語学テスト（Deutsch-Test für Zuwanderer）を受け

ることが求められる。なお、このことは、オリエンテーショ

ン・コースを受講することを妨げるものとはならない。
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（b）語学コース

①  基礎語学コース

 日常生活の基礎的な表現を習得すること。

②  中級語学コース

標準的なドイツ語の主要点が理解できるようになる

こと。

（c）オリエンテーション・コース

以下の3つのカリキュラムを学習する。

① 民主主義における政治

② 歴史と責任

③ドイツ国民と社会

（d）修了テスト（Abschlusstest）

修了テストは、①最終語学テスト（Deutsch-Test für 

Zuwanderer：筆記試験（100分）＋口頭試験（20分））

と、②オリエンテーション・コースのテスト（Institute 

for Education Progress：教育開発機構により科学的

に開発されたテスト。「民主主義における政治」、「歴史

と責任」、「人々と社会」の各分野から出題される四者

択一式テスト。合格するには、45分間で25問中13問

以上の正解が必要。）の2つから成る。

修 了 テ ス ト の 合 格 者 に は、「 統 合 コ ー ス

（Integrationskurs）」の受講が成功したことの証明とし

て、連邦移民・難民庁（BAMF）から「統合コース受講修

了書（Zertifikat Integrationskurs）」が発行される。こ

の修了書は、合格者が移民・帰化関連の当局に対して、

充分なドイツ語のスキルを有し、ドイツの法的制度、社

会秩序、生活全般に関する充分な知識を有することを

証明するものとなる。

＊受講開始から修了までの流れは以下の通り。

〈表1-23〉「統合コース」の受講開始から修了までの流れ

○振り分けテスト（Einstufungstest）
（ドイツ語習得度によるレベル振
り分け）

テストの結果、CEFR のB1レベルに到達していな
い者に対しては、語学コースにおける６つのモ
ジュールのどこから始めれば良いかが判定される。

○「統合コース」 合計　645 TUs（Teaching Units）
*1TU=45minutes

基礎語学コース（Module 1,2,3） 100 TUs×3 modules＝300 TUs

中級語学コース（Module 4,5,6） 100 TUs×3 modules＝300 TUs

オリエンテーション・コース（法
秩序、文化、歴史の効果的習得）

45 TUs
＊語学テスト（German Test for Immigrants）
によりB1レベルに到達している者のみが受講
できる。

○修了テスト（Abschlusstest）
　①語学テスト
　②オリエンテーション・コースのテスト

合格者には連邦移民・難民庁（BAMF）より「統合
コース受講修了書（Zertifikat Integrationskurs）」
が交付される。

f「統合コース（Integrationskurs）」への参加義務

2007年に改正された「滞在法（AufenthG）」により、

当該外国人が、以下のいずれかの場合に該当する場

合は、「統合コース」への参加が義務付けられるように

なった（「滞在法（AufenthG）」第44 a条第1項）。（注84）

（a）殆ど又は全くドイツ語を話せない場合（この場合は、

外 国 人 局（Ausländerbehörde）が「 統 合コ ー ス

（Integrationskurs）」への参加義務に関する決定を

行う。）

（b）失業給付Ⅱ（ALGⅡ）（注85）の受給者であり、その失

業給付Ⅱの支給機関（Stelle）により「統合コース

（Integrationskurs）」への参加が義務付けられてい

る場合

なお、当該外国人が、ドイツ連邦領域内で、職業教

育又は「統合コース（Integrationskurs）」と内容的に同

等の教育プログラム（例：向上教育、継続教育）を受講

している又は受講した場合や長期継続的に「統合コー

ス（Integrationskurs）」に参加することが不可能である

か、又は不都合な場合（例：家族の世話をする必要が

ある者など）には、「統合コース（Integrationskurs）」へ

の参加義務は課せられない（「滞在法（AufenthG）」第

44 a条第2項）。 

また、外国人局は、行政上の権限により、以下を実施

することができる（「滞在法（AufenthG）」第44a条第3

項）。

（a）当該外国人が自らの責めに帰すべき理由により、

「統合コース（Integrationskurs）」への参加義務を果

たすことができないか、または修了試験が不首尾な

成績で終わった場合は、当該外国人の「滞在許可」

の有効期間を延長する際に、同人への今後の対応

に何らかの影響（Auswirkungen）が及ぶ可能性が

ある旨注意喚起をすること。

（b）「統合コース」への参加義務を遂行できない外国

人に対して、行政上の強権を発動して、同人に対し

て同人の「統合コース」参加義務を果たすよう警告

すること。

（c）「統合コース」参加義務の履行に応じない場合は、

事前に徴収料金通知を行った上で、見込まれる統合

コース参加費用相当額を徴収すること。
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g 受講者の費用負担（注86）

「統合コース」の1講座の費用は2.35ユーロである

が、受講者は、1講座当たり1ユーロを費用負担するこ

とになっており、「統合コース」全体で645ユーロを負

担する。

「 失 業 給 付 Ⅱ（ALGⅡ ）」（ 注87）ま た は 社 会 扶 助

（Sozialhilfe）を受給している者その他費用負担が特に

困難な者については受講の費用負担が免除される。

なお、最終語学テスト （Deutsch-Test für Zuwanderer）

の再試験の受験料は無料である。

h 4年間の実績（2005年～2008年）

これまで の 実 績として、2005年1月の「 滞 在 法

（AufenthG）」の施行以来、4年間で、ドイツ連邦全域で

656,142人が「統合コース」を受講した。また、4年間で、

「統合コース」の受講修了者の46.6%の115,732人が

「修了テスト」に合格している。（注88）

6 雇用における差別に対する取組   
（1） 制度の概要

「ドイツ憲法（基本法）Grundgesetz：GG」（1949年制

定）第3条（法の前の平等）第3項には、「何人も、その性、

門地、人種、言語、出身地および血統、信仰または宗教

的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇

されてはならない。」と差別の禁止に関する規定が盛り

込まれている。しかしながら、「ドイツ憲法（基本法）：

GG」は、私人間の関係を直接適用するものではないこ

とから、従来、「民法典（BGB）」の一般条項（良俗違反の

法律行為の無効、債務給付の際の信義誠実の原則等）

をよりどころとして差別事案に対する救済が図られる

とともに（注89）、「事業所組織法（BetrVG）」第74条第1項

の規定により、ドイツの事業所における差別に関して、

事業主と従業員代表委員会（Betriebsräten）（注90）との

交渉により解決が図られてきた。また、差別により解雇

された場合には、「解雇保護法（KSchG）」により社会的

正当性がないとして無効とされる。

さらに、EU均等指令（注91）の雇用における差別の禁止に

関する規定を国内法に盛り込むために、2006年8月に

「一般平等待遇法（Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz：

AGG）」が制定され、人種又は民族的出身（Rasse oder 

wegen der ethnischen Herkunft）、性、宗教又は信条、

障害、年齢、性的嗜好を理由とする雇用における差別

が禁止された。同法により、解雇を除く職場における差

別については、連邦非差別局（ADS）への相談等が可

能となるとともに、差別を行った事業主に対する損害

賠償義務が課せられることとなった。

（2） 根拠法令

a「事業所組織法（BetrVG）」

事業所内の問題について、事業主と従業員代表委

員会（Betriebsräten）は、少なくとも月1回の協議のた

めに会談を行い、両者は未解決の問題について真摯

に解決のために交渉し、意見の相違の解決を図ること

が規定されている（「事業所組織法（BetrVG）」第74条

第1項）。

b「解雇保護法（KSchG）」

労働者を社会的正当性のない解雇から保護するた

めに「解雇保護法（KSchG）」が規定されている。労働者

が10人を超える事業所において、6か月以上雇用関係

が継続する労働者に対して同法が適用される。

c「一般平等待遇法（AGG）」（2006年制定）（注92）

（a）禁止される差別の理由

人 種 又 は 民 族 的 出 身（Rasse oder wegen der 

ethnischen Herkunft）、性、宗教又は信条、障害、年齢、

性的アイデンティティ（「一般平等待遇法（AGG）」第1

条）

（b）適用分野

「一般平等待遇法（AGG）」第2条第1項により保護さ

れる雇用に関する分野は、以下のとおりである。

① 雇用

・採用条件

・労働条件（賃金、解雇理由、昇進）

② 職業訓練

なお、解雇については、「一般平等待遇法（AGG）」の

適用はなく、「解雇保護法（KSchG）」の規定のみが適用

される（「一般平等待遇法（AGG）」第2条第4項）。


